
《新規申請に必要な書類等》 

【共通して必要な物】 

〇利用者の介護保険被保険者証 

〇利用者および配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード 

〇配偶者の非課税証明書（配偶者が桜井市外に住民登録している場合） 

〇下表の通帳等とその写し（利用者及びその配偶者の分） 

【利用者本人が手続きする場合】 

〇利用者の本人確認書類（顔写真付きのもので１点、その他は２点） 

【代理人による手続きの場合】 

〇代理人の本人確認書類（顔写真付きのもので１点、その他は２点）       

《預貯金等の確認書類について》（配偶者分も必要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※見開きの口座情報のページと最新の残高がわかるページをコピーしてください。 

（１枚めくったページの見開きです） 
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